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【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】平成22年5月14日(2010.5.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光反射器であって、少なくとも複数部分においてファセットを有する反射面と、少なく
とも１つの照明手段を配置するための領域とを備え、該光反射器は、該少なくとも１つの
照明手段を配置するための領域に近い第１の領域、すなわち該照明手段に近い領域におけ
るファセットが円筒状の形状を有し、前記少なくとも１つの照明手段を配置するための領
域から離れた第２の領域、すなわち該照明手段から離れた領域におけるファセットが球面
の形状を有するということによって規定される、光反射器。
【請求項２】
　前記照明手段に近い前記第１の領域と、該照明手段から離れた前記第２の領域との境界
は、対称軸に対して垂直に延びる平面の交線に概ね沿って延びる、請求項１に記載の光反
射器。
【請求項３】
　前記照明手段に近い前記第１の領域が、前記反射面の５％乃至７０％を占め、好ましく
は１０％乃至５０％を占め、特に好ましくは２０％乃至３５％を占める、請求項１又は２
に記載の光反射器。
【請求項４】
　前記ファセットについて、前記照明手段に近い前記第１の領域における幅に対する長さ
の比は、該照明手段から離れた前記第２の領域におけるファセットの２倍、好ましくは３
倍、特に好ましくは４倍よりも大きい、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の光反射器
。
【請求項５】
　前記ファセットの少なくとも一部分は、多面体の部分を画定する、請求項１乃至４のい
ずれか１項に記載の光反射器。
【請求項６】
　前記光反射器は、球面、放物線形状、又は楕円形状の様式で構築される、請求項１乃至
５のいずれか１項に記載の光反射器。
【請求項７】
　前記光反射器は、前記中心点領域に概ね配置される、前記照明手段を導入するための少
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なくとも１つの第２の開口を有する、請求項１乃至６のいずれか１項に記載の光反射器。
【請求項８】
　少なくとも１つの照明手段と、少なくとも１つの、請求項１乃至７のいずれか１項に記
載の光反射器とを備える、照明器具。
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